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≪奈良県広域水道企業団天理事務所≫ 

令和８・９年度入札参加資格審査申請要領 

（建設工事） 

奈良県広域水道企業団天理事務所が発注する建設工事の競争入札に参加を希望される方は、それぞれ、

次により入札参加資格審査申請書(指名願)を提出してください。 

この要領は以下の奈良県広域水道企業団天理事務所ホームページからダウンロードできます。 

https://www.union.nara-water.lg.jp/0000000042.html  

※天理市が発注する案件については別途天理市への申請が必要になります。下水道事業については、新規

申請（有効期間令和８・９年度）については天理市へ、追加申請（有効期間令和８年度）については奈良

県広域水道企業団天理事務所への申請が必要となりますのでご注意ください。 

受付対象者 

◇次に掲げる業者の申請を受け付けます。 

・建設業法による許可業者 

※但し市外業者については、今回の申請では追加受付のみのため、令和７年２月に 

申請をしなかった者、又は未申請の業種について新たに追加申請をしようとする者 

に限る。 

市内業者：天理市内に本店又は権限を委任した支店等を有する者 

市外業者：天理市外に本店又は権限を委任した支店等を有する者 

欠格要件 

◇以下の事項に該当する方は、入札参加資格審査を受けることができません。 

(1)競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者 

(2)天理市建設工事執行規則第６条の２の規定により競争入札参加資格を取り消され、その

処分の日から２年を経過していない者 

(3)営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これらを受けていない者 

(4)「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の雇用保険、健康保険及び厚生年金

保険の加入有無において、「有」又は「除外」と表示されていない者。 

(5)次のア～オのいずれかに該当する事由があると認められる者 

 ア  役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所（常時建

設工事等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者、その他の団

体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人

並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

 イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

 エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められる

とき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき 

受付期間 
 令和８年２月２日(月) ～ 令和８年２月16日(月) 

(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付しません) 
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提出方法 

 

及 び 

 

提 出 先 

 

[提出方法] 

市内業者・市外業者を問わず原則郵送（ゆうパック・宅配便可）とします。 

 

[提出先] 

〒632‐8558 

奈良県天理市川原城町600番地10 

奈良県広域水道企業団天理事務所 業務課 宛 

 

※令和８年２月16日(月)までの消印有効とします。 

  受領書送付のため、110円切手を貼付した返信用封筒を同封すること。 

 

問合せ先 
奈良県広域水道企業団天理事務所 業務課 

℡ 0743-63-1001(内線842,805)  

有 効 期 間 
◇市内業者については、２年間(令和８年度及び令和９年度) 

◇市外業者については、追加受付の年度にあたるため１年間(令和８年度のみ) 

提 出 書 類 

◇次頁以降の各区分に応じた必要書類を番号順にファイルに綴じて提出すること。 

・使用ファイルは、「Ａ４／２穴／紙製」とし、綴じ具は樹脂製のものとする。 

◇受領書は※部分に記入のうえ、ファイルに綴じずに別途添付し提出すること。 

◇書類に不備がある場合は受付しないことがあるので、十分精査のうえ提出すること。 

◇特に建設工事請負業者の申請については経営規模等評価結果通知・総合評定値通知のコ

ピーが添付されていない場合は、一切受付しないので、注意すること。 

◇提出書類の内容と事実が相違していることが後日判明したときは、入札参加資格を取り

消す場合があります。 

その他 

○書類に不備があった場合は、原則として申請者（委任先がある場合は委任先）へ連絡い

たします。申請担当窓口が別途存在する場合は、その旨明示した書面・送付状を添付す

るなど、連絡先がわかるようにしてください。 
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提出書類一覧表《 市 内 業 者 》     （工事） 

☆ 申請(希望)ができる業種は、経営規模等評価を受けている許可業種のうちの６業種以内です。 

必 要 書 類 説 明 事 項 

①申請書 様式記載例を参照のうえ作成し、実印を押印のこと。 

②委任状 支店等に権限を委任する場合のみ。 

様式記載例を参照のこと。 

③営業所一覧表 様式記載例を参照のこと。(国の様式④も可) 

入札参加資格を希望する本支店・営業所等にラインマー 

カー等を引くこと。 

④建設業許可の通知書又は証明書のコピー 

 

提出時に有効なもの。 

更新手続き中の場合はその旨確認できるもの。 

⑤経営規模等評価結果通知書 

 総 合 評 定 値 通 知 書 のコピー 

但し許可行政庁の公印の押印があり、審査基準日が 

令和６年10月１日から令和７年９月30日までの間のもの 

に限る。申請手続き中の場合はその旨確認できるもの。 

⑥工事経歴書 経審申請時の書類のコピー。直近２年分。 

⑦技術職員名簿 経審申請時の書類のコピー。 

⑧履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

 【コピー可】 

法人の場合のみ。発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

⑨印鑑証明書【コピー可】 発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

⑩使用印鑑届 様式記載例を参照のこと。 

⑪市税の納税証明書又は非課税証明書【コピー可】 

・法人の場合…本市に納めるべき法人市民税に関する

証明書 

・個人の場合…本市に納めるべき市県民税に関する証明

書 

滞納がないこと。直近２年分。※滞納がない証明書でも可 

発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

(注)法人で本市内に事業所開設後、申告納付期限が到来し

ていないため証明書が発行されない場合は「法人等設立

（開設）・異動申告書」の写しを提出してください。 

⑫国税の納税証明書【コピー可】 滞納がないこと。発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

・消費税及び地方消費税に関する証明書(その３) 

⑬労働(労災)保険料納付済証明書のコピー 法定期限までの分の納付済証明。発行日から３ヵ月以内 

のものに限る。 

⑭天理市国民健康保険料の納付済証明書【コピー可】 

P5.説明書参照 

滞納がないこと。令和７年度。 

発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

（同一世帯含む・天理市での国保加入者のみ) 

⑮不当要求防止責任者講習受講済み証明書のコピー 

P5.説明書参照 

代表者または委任先の長が不当要求防止責任者講習 

(講習日が令和３年１月１日以降のもの)を受講してい 

る場合は添付すること。 

⑯災害協定等が確認できる書類【コピー可】 

P5.説明書参照 

天理市と災害協定等を締結している場合は添付すること。 

⑰誓約書 様式記載例を参照のこと。 

⑱女性技術者・若手技術者の継続的雇用を確認でき 

る書類のコピー等【該当事業者のみ】 

P5.説明書参照 

主任技術者・監理技術者の有資格者で、女性技術者又は若

手技術者(40歳未満)を雇用している場合は添付すること。 

⑲受領書返信用封筒 送付先を記入し、110円切手を貼付すること。 

注    意    事    項 
・建設工事の請負業者は毎年経営規模等評価を受け、総合評定値の通知があり次第、天理事務所にそのコピーを提

出すること。また、建設業の許可を更新した場合も同様に更新通知のコピーを提出すること。期限を過ぎても 
各々の書類を提出しない業者は、入札に参加できないことがあるので注意すること。 

・本申請書類の有効期間内に、申請書類にかかる記載事項等に変更等が生じた場合は、速やかに届け出ること。 
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提出書類一覧表《 市 外 業 者 》     （工事） 

☆ 申請(希望)ができる業種は、経営規模等評価を受けている許可業種のうちの６業種以内です。 

必 要 書 類 説 明 事 項 

①申請書 様式記載例を参照のうえ作成し、実印を押印のこと。 

②委任状 支店等に権限を委任する場合のみ。 

様式記載例を参照のこと。 

③営業所一覧表 様式記載例を参照のこと。国の様式④も可。 

入札参加資格を希望する本支店・営業所等にラインマー 

カー等を引くこと。 

④建設業の許可通知書又は証明書のコピー 

 

提出時に有効なもの。 

更新手続き中の場合はその旨確認できるもの。 

⑤経営規模等評価結果通知書 

 総 合 評 定 値 通 知 書 のコピー 

申請日現在で有効期間内の通知書で最新のもの。 

申請手続き中の場合はその旨確認できるもの。 

⑥工事経歴書 経審申請時の書類のコピー。直近２年分。 

⑦技術職員名簿 経審申請時の書類のコピー。 

⑧履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の 

コピー 

法人の場合のみ。発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

⑨印鑑証明書【コピー可】 発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

⑩使用印鑑届 様式記載例を参照のこと。 

⑪国税の納税証明書【コピー可】 滞納がないこと。発行日から３ヵ月以内のものに限る。 

・法人の場合……法人税、消費税及び地方消費税 

         （その３の３） 

・個人の場合……申告所得税、消費税及び地方消費税 

         （その３の２） 

⑫誓約書 様式記載例を参照のこと。 

⑬受領書返信用封筒 送付先を記入し、110円切手を貼付すること。 

注    意    事    項 

・建設工事の請負業者は毎年経営規模等評価を受け、総合評定値の通知があり次第、天理事務所にそのコピーを提

出すること。また、建設業の許可を更新した場合も同様に更新通知のコピーを提出すること。期限を過ぎても 

各々の書類を提出しない業者は、入札に参加できないことがあるので注意すること。 

・本申請書類の有効期間内に、申請書類にかかる記載事項等に変更等が生じた場合は、速やかに届け出ること。 
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提出書類一覧表 説明書 
 

③営業所一覧表 

支店等委任先を設定しない場合も提出してください。 

入札参加資格を希望する本支店・営業所等にラインマーカー等を引いてください。 

 

⑭天理市国民健康保険料の納付済証明書【コピー可】 

申請者（代表者もしくは事業主。以下「申請者」。）が天理市国民健康保険に加入している場合 

は国民健康保険料納付証明書を提出してください。申請者が世帯主でない場合は、世帯主の納 

付証明書のコピーを提出してください。天理市国民健康保険以外に加入の場合は提出不要です。 

 

⑮不当要求防止責任者講習受講済み証明書のコピー 

提出される場合は、講習日が令和３年１月１日以降のものを提出してください。 

 

⑯災害協定等が確認できる書類【コピー可】 

申請日時点において天理市と災害協定等を締結している場合、又は天理市防災協力事業所登録 

をしている場合は、その状況が判断できる書類（協定書等のコピー）を提出してください。 

【対象】 

(１)申請者又は申請者の所属する団体組織が、天理市と災害協定等を締結している場合。 

(２)申請者が、天理市防災協力事業所登録制度に基づく防災協力事業所登録者である場合。 

【書類提出に際しての注意】 

○所属する団体組織が協定を締結している場合は、当該団体組織が発行する証明書等（発行日 

から３ヵ月以内）のコピーも併せて添付してください。 

○申請者が、天理市に防災協力事業所登録をしている場合は、防災安全課（市役所５階）で発 

行する『天理市防災協力事業所登録証明書』（無料）もしくは『天理市防災協力事業所登録通知 

書』を提出してください。（発行日から３ヵ月以内・コピー可） 

 

⑱女性技術者・若手技術者の継続的な雇用を確認できる書類のコピー等 

土木一式工事・建築一式工事・舗装工事・管工事に登録のある事業者は格付の加点要素として、 

女性技術者又は若手技術者を雇用している場合に１名につき５点を加点する（上限20点）ことと 

したので、該当する事業者は、そのことが確認できる書類を提出してください。 

【対象】 

(１)主任技術者又は監理技術者の有資格者で、女性技術者又は若手技術者(40 歳未満)である者。 

※若手技術者は、本申請書を提出する年の４月１日現在の年齢とする。 

(２)該当者と直接的かつ本申請書提出日時点で90日以上雇用関係があること。 

【提出書類】 

〇女性技術者・若手技術者一覧表（対象者をご記入ください。様式有り。） 

〇雇用関係・性別・生年月日が確認できる以下のいずれかの書類の写し 

      ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 

     ・雇用保険被保険者資格確認通知書 

     ・所属会社の雇用証明書 

     ・その他上記に準ずる資料 

〇技術者資格の確認書類 

経営事項審査申請時に提出する技術職員名簿に記載のない場合は、合格証書の写し、実務経験 

証明書など 
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建設工事における社会保険等の加入状況の確認について 
 

本市では、建設事業者の「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」（以下「社会保険」とい 

う。）の加入を資格要件（法令により適用除外とされる事業者は除く。）とし、下記のとおり取り扱う 

ものとする。 

 

① 加入状況の確認 

社会保険等の加入状況については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（以下「経審 

結果通知書」という。）の「その他の審査項目（社会性等）」の「雇用保険加入の有無」「健康保険 

加入の有無」「厚生年金保険加入の有無」欄がいずれも「有」又は「除外」になっている場合に申 

請を受け付けます。 

なお、直近の経営事項審査を受けた後に社会保険等に加入されたなど、経審結果通知書で該当欄 

が「有」又は「除外」に該当することが確認できない方は、それぞれの事実を証明する以下の書類 

のうち、いずれかを提出してください。 

 

(1)「健康保険」・「厚生年金保険」の場合 

・領収証書の写し 

・社会保険料納入証明書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 

(2)「雇用保険の場合」 

・領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

 

② 適用除外の取扱いについて 

社会保険等の加入については、適用除外になるケースがありますが、その場合は加入しているも 

のと同様の取扱いとします。 

適用除外の場合には、経審結果通知書の記載（「その他の審査項目（社会性等）」）欄には「除外」 

と表示されています。 


